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本
年
二
月
十
八
日
の
麻
生
太
郎
内
閣
総
理
大
臣
に
よ
る
サ
ハ
リ
ン
訪
問
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

本
年
二
月
十
八
日
、
麻
生
太
郎
内
閣
総
理
大
臣
は
サ
ハ
リ
ン
を
訪
問
す
る
予
定
で
い
る
と
承
知
す
る
が
、
今
次
の
麻
生
総

理
に
よ
る
サ
ハ
リ
ン
訪
問
は
ど
の
様
な
経
緯
で
決
定
さ
れ
た
の
か
説
明
さ
れ
た
い
。

二

今
次
の
サ
ハ
リ
ン
訪
問
に
お
い
て
、
麻
生
総
理
は
ど
の
様
な
式
典
等
に
出
席
す
る
予
定
で
い
る
の
か
説
明
さ
れ
た
い
。

三

今
次
の
サ
ハ
リ
ン
訪
問
に
当
た
り
、
麻
生
総
理
が
サ
ハ
リ
ン
�
の
稼
働
開
始
式
典
の
招
待
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
承
知
し

て
い
る
が
、
そ
れ
と
は
別
に
、
メ
ド
ベ
ー
ジ
ェ
フ
大
統
領
と
会
談
を
行
う
日
程
は
組
ま
れ
て
い
る
か
。

四

本
年
二
月
十
二
日
付
の
産
経
新
聞
一
面
に
、
「
首
相
、
十
八
日
サ
ハ
リ
ン
訪
問

露
帰
属
を
容
認
？

実
利
優
先
主
義
に

危
惧
も
」
と
題
す
る
記
事
（
以
下
、
「
産
経
記
事
」
と
い
う
。
）
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
「
麻
生
首
相
は
資
源
開

発
へ
の
協
力
関
係
の
構
築
を
通
じ
て
北
方
領
土
問
題
の
進
展
を
図
る
た
め
に
サ
ハ
リ
ン
訪
問
を
決
断
し
た
が
、
帰
属
未
確
定

の
サ
ハ
リ
ン
へ
の
首
相
訪
問
は
、
日
本
の
間
違
っ
た
外
交
姿
勢
を
伝
え
る
場
に
も
な
り
か
ね
な
い
と
危
惧
す
る
声
が
あ
が
っ

て
い
る
。
」
、
「
こ
う
し
た
複
雑
な
事
情
を
抱
え
る
サ
ハ
リ
ン
だ
が
、
『
帰
属
の
決
ま
っ
て
い
な
い
サ
ハ
リ
ン
を
首
相
が
訪

れ
る
こ
と
で
、
ロ
シ
ア
や
日
本
国
民
に
誤
っ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
』
と
い
う
外
務
省
内
の
懸
念
を

押
し
切
る
形
で
、
首
相
は
訪
問
を
決
断
し
た
。
」
と
書
か
れ
た
箇
所
が
あ
る
が
、
政
府
、
特
に
外
務
省
内
に
お
い
て
、
今
次

一



の
麻
生
総
理
に
よ
る
サ
ハ
リ
ン
訪
問
が
、
我
が
国
の
間
違
っ
た
外
交
姿
勢
を
伝
え
、
ロ
シ
ア
や
我
が
国
の
国
民
に
誤
っ
た

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
る
こ
と
に
な
る
と
す
る
意
見
が
あ
る
の
か
。
確
認
を
求
め
る
。

五

「
産
経
記
事
」
に
「
二
十
六
（
一
九
五
一
）
年
の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
で
日
本
は
す
べ
て
の
権
利
や
請
求
権
な

ど
を
放
棄
し
た
。
と
は
い
え
、
旧
ソ
連
が
講
和
条
約
に
不
参
加
だ
っ
た
た
め
、
日
本
政
府
は
北
方
四
島
を
除
く
千
島
列
島
と

南
樺
太
の
国
際
法
上
の
帰
属
は
『
今
も
決
ま
っ
て
い
な
い
』
と
い
う
立
場
だ
。
」
と
あ
る
が
、
右
は
外
務
省
の
見
解
と
合
致

す
る
か
。

六

「
産
経
記
事
」
に
あ
る
様
に
、
今
次
の
麻
生
総
理
に
よ
る
サ
ハ
リ
ン
訪
問
に
外
務
省
と
し
て
懸
念
を
有
し
て
い
る
か
。

七

サ
ハ
リ
ン
、
特
に
南
樺
太
に
つ
い
て
は
、
二
〇
〇
五
年
十
一
月
四
日
の
政
府
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
六
三
第
三
九
号
）
で

「
我
が
国
は
、
日
本
国
と
の
平
和
条
約
（
昭
和
二
十
七
年
条
約
第
五
号
。
以
下
「
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
」
と
い

う
。
）
に
基
づ
き
、
千
島
列
島
及
び
我
が
国
が
千
九
百
五
年
九
月
五
日
の
ポ
ー
ツ
マ
ス
条
約
の
結
果
と
し
て
主
権
を
獲
得
し

た
樺
太
の
一
部
等
（
以
下
「
南
樺
太
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
す
べ
て
の
権
利
、
権
原
及
び
請
求
権
を
放
棄
し
て
お
り
、
千

島
列
島
及
び
南
樺
太
は
、
我
が
国
の
領
土
で
は
な
い
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
様
に
、
少
な
く
と
も
我
が
国
の
領
土

で
は
な
く
、
ま
た
我
が
国
と
し
て
同
地
域
の
領
有
権
を
主
張
し
て
い
る
も
の
で
も
な
い
。
六
で
、
「
産
経
記
事
」
に
あ
る
様

二



に
、
今
次
の
麻
生
総
理
に
よ
る
サ
ハ
リ
ン
訪
問
に
、
外
務
省
と
し
て
懸
念
を
有
し
て
い
る
の
な
ら
、
な
ぜ
外
務
省
が
そ
の
様

な
懸
念
を
抱
く
の
か
を
説
明
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

三


